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市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～令和6年1月25
日
（36日間）

令和6年
1月号

・インターネット
・担当課
など60箇所

SNSや検証会議委員へ
の情報提供　など

14人
1団体

郵送(9)
電子(4)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(1)

窓口等(0)

56件

鹿児島市まち・ひ
と・しごと創生総
合戦略検証会議

鹿児島市デジタル
田園都市構想総合
戦略（素案）につ
いて

6 0 3 〇 〇 市HP

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～令和6年1月25
日
（36日間）

令和6年
1月号

・福祉館
・高齢者福祉セン
ターなど19箇所

・市公式SNS（FB、
X、LINE）

20人 郵送(2)
電子(8)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(0)

窓口等(9)

161件

地方創生推
進室

鹿児島市デジ
タル田園都市
構想総合戦略
～第2期鹿児島
市まち・ひ
と・しごと創
生総合戦略
（改訂版）～

国の「デジタル田園都市国
家構想総合戦略」の趣旨を
踏まえて、「第２期鹿児島
市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を改訂し、令和
６年度より、「鹿児島市デ
ジタル田園都市構想総合戦
略」として、引き続き取組
を進めるもの。

審議会等 ①R5.7.5
②R5.8.8
③R5.10.25

（審議会）主な意見と取扱い

・「Society5.0」「DX」「Well-being」などは、用語の注釈があれば分かりやすい。
　⇒意見を参考に用語解説を追加

01

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　 　3件
②　意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みのもの　　　 　29件
③　計画に盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　    　1件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    7件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　   16件

・P2「4 計画期間」について、「第2 期総合戦略（令和4 年～8 年）の5 年間で、今回の改訂については、令和6
年～8 年の3 年間とします。」とした方が良いと思う。
⇒ご意見の趣旨を踏まえ、総合戦略の計画期間の表中に改訂後の期間を付記します。

・P16「インターネット環境を活かした児童クラブの支援の質の向上」のところを「児童施設向けＩＣＴシステム
導入による児童クラブの支援の質の向上」という表現にすべき。
⇒ご意見の趣旨を踏まえ、「・インターネット環境を活かした児童クラブの支援の質の向上」
を「・ＩＣＴを活用した児童クラブの支援の質の向上」に修正します。

02 谷山支所総
務課

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　　3件
②　意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みのもの　　　 　70件
③　計画に盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　     3件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　   54件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　   31件
・【第８章　工事スケジュール】現庁舎から仮設庁舎への移転のための業務や、仮設庁舎から改修後の庁舎への
移転のための業務をスケジュール表に記載した方が理解できると思う。
⇒ご意見を踏まえ、「第７章　工事計画」に移転の時期を記載します。

谷山支所庁舎
改修基本計画

谷山支所庁舎本館及び別館
について、老朽化に伴う課
題の解決や未利用空間の有
効活用を検討するととも
に、谷山地域の行政機能の
中心として、今後３０年継
続して、効率的な行政事務
を行うため、機能の充実や
執務環境の向上を図る庁舎
改修の基本計画を策定す
る。



市民の
ひろば

必須設置箇所
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令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～令和6年1月25
日
（36日間）

令和6年
1月号

・福祉館
・高齢者福祉セン
ターなど64箇所

・SNSでの情報提供 8人 郵送(4)
電子(2)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(1)

窓口等()

55件

鹿児島市食品ロス
削減推進計画策定
委員会

食品ロス削減推進
計画の策定につい
て

14 3 4 × × 公募委員：
市内に住む
18歳以上
で、平日の
昼間開催の
会議に出席
できる人

公募委員：市民
のひろば４月
号、ホームペー
ジなど

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 10件
②　意見の趣旨等は、計画案に盛り込み済みのもの　　　8件
③　計画に盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　  1件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　 13件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　 23件

・基本的施策1の7行目～宴会シーズンや～は、宴会シーズンに食べ切りの声かけ3010運動や～にした方がよいと
思う。
　⇒ご意見の趣旨を踏まえ、第5章第2節 1 教育及び学習の振興、普及啓発等の文中、「宴会シーズンや季節商品
の予約時期など」を「宴会シーズンの3010運動や季節商品の予約販売など」に修正します。なお、「3010運動」
には注釈をつけました。
・第2節1の、食品ロス削減に向けた取組として、まずは「食べきり」があって、その次に「持ち帰り」という位
置づけをもっと明確にした方が良い。
⇒ご意見の趣旨を踏まえ、第5章第2節 1 教育及び学習の振興、普及啓発等の文中、「外食時の食べきり・持ち帰
り（持ち帰り用容器の活用を含む。）等に係る啓発を一層推進します」を「外食時の食べきりや、食べ残した場
合の持ち帰り（持ち帰り用容器の活用を含む。）等に関する啓発を行います」に修正しました。

食糧問題は地球規模の重大
な問題となっている中、国
内では、大量の食品ロスが
発生しており、食品ロスの
削減は真摯に取り組むべき
課題となっていることか
ら、本市では「鹿児島市食
品ロス削減推進計画」を定
め、本市の食品ロスの削減
の総合的かつ効果的な推進
を図る。

03

（審議会）主な意見と取扱い

鹿児島市食品
ロス削減推進
計画

審議会等 ①6月29日
②10月 5日
③11月27日
④2月5日

資源政策課

・現在、国の法改正が進んでいるが、法改正された場合、食品ロス削減の取組に柔軟に対応していけるのか。
→　計画策定にあたり盛り込める部分は盛り込みたい。また、大きな変更等あれば、必要に応じて見直す必要が
あると考えている。

・計画の推進、管理の中で、検証の仕組みとして、PDCAを用いて進行管理を想定しているが、現時点ではどのよ
うに考えているか。
→　推進体制として会の設置を考えており、その中で計画の進捗状況等を報告し、指摘等をいただきたいと考え
ており、HP等で公表したい。

・P.23の未利用食品の提供の促進に向けた国の動向の部分の図は、方向性はあっているが、現在も国で協議中で
もあり、具体的には決まっておらず、誤解を生む可能性もあるため、図は入れなくていいのではないか。
→　国の動向の図については、市民に誤解を与えないような形で対応したい。
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市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
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会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年9月13日
～10月12日
（30日間）

令和5年
10月号

・地域福祉館
・障害関係施設
・市身体障害者福祉
協会等の関係団体
など79箇所

SNSでの情報提供 43人 郵送(5)
電子(5)
ﾒｰﾙ()
FAX()
窓口等
(33)

128件

手話言語等に係る
条例策定検討委員
会

当該条例に必要な
内容、今後の手話
をはじめとする障
害者の様々なコ
ミュニケーション
施策のあり方など
について

12 2 5 〇 〇 市HP 公募委員：
市内に住む
か通勤・通
学する18歳
以上の人

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

鹿児島市言語
としての手話
への理解の促
進及び障害の
特性に応じた
コミュニケー
ション手段の
利用の促進に
関する条例
（仮称）

04 障害福祉課 障害者への理解促進の気運
を醸成し、障害者の生活課
題等の解消と、意思疎通支
援の充実による共生社会の
実現につなげるため、手話
言語等に係る条例の制定に
取り組む。

（審議会）主な意見と取扱い

(第2回会議)条例素案について
・各用語の定義についての見直し
・条例名の略称についての要望
(第3回会議)パブリックコメントの実施結果について
・前文の文言修正
（取扱い）
・条例素案及びパブリックコメント実施に反映

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、条例の素案に盛り込むもの　　 7件
②意見の趣旨等は、条例の素案に盛り込み済のもの　　　40件
③条例の素案には盛り込まないもの　　　　　　　　　　 3件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　　27件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　　51件

・「市長は，推進方針及びこれに基づく施策の実施状況について，ろう者をはじめ， 中途失聴者，難聴者その他
の手話を必要とする人及び手話通訳者その他の関係者の意見を聴くため，これらの者との協議の場を設ける」を
追加。
理由、市民によるコミュニケーションできる社会を構築する必要があるので、このような協議する場が必要で
す。
⇒施策の点検及び評価に関する条項を追加します。

・市の責務の所に下記通り追加
「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のもの
の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする」。
理由、障害者総合支援法の意思疎通支援事業で、手話派遣は派遣範囲が限られています。聴覚障害者がいつで
も、どこでも手話で生活や仕事ができるよう、合理的な配慮してほしいからです。
⇒「言語としての手話への理解の促進」や「障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進」を図るこ
とにより、社会的障壁を除去することを前文に追加します。

審議会等 ①6/28
②11/15



市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～6年1月25日
（36日間）

令和6年
1月号

・関係課
・地域福祉館
・市身体障害者福祉
協会等の関係団体な
ど　70箇所

SNSでの情報提供 10人2団体 郵送(6)
電子(4)
ﾒｰﾙ(0)
FAX(1)

窓口等(1)

88件

①障害者自立支援
協議会
②障害者施策推進
協議会

・鹿児島市障害福
祉計画第７期計
画・障害（児）福
祉計画第３期計画
の策定について

①30
②12

①4
②0

①13
②1

○ ○ 市HPに掲載 公募委員：
市内に住む
か通勤・通
学している
18歳以上の
人

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

総送
付数

総回
答数

-

アン
ケー
ト内
容

集計
結果

公表方法

障害者等実態調査 障害者のサービス
の利用状況等の調
査

5,500 2,382 - 〇 ○ 計画の資料
の一部とし
て公表

障害者手帳
等を持って
いる方の中
なら無作為
抽出

―

その他
（アン

ケート方
式）

8/3～8/22

審議会等 ①8/10
　11/29
②8/18

（審議会）主な意見と取扱い

・手話通訳者・要約筆記者派遣事業の見込量を手話通訳者派遣事業と要約筆記者派遣事業を分けて記載してほし
い
　⇒前期の実績及び今期の見込量を分けて記載
・児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの事業所の数の増加や利用見込児童数の増加について、少子高齢
化が言われているがこのように伸びる見込みなのか
　⇒利用児童数等については、現在の利用の伸び率や実態調査等をもとに今後も伸びていくと推計。事業所数に
ついては、利用児童を賄うために必要な事業所数を試算したもの。
・本計画における障害者の定義を記載してほしい。
　⇒障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を参考に障害者の定
義を記載

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　    3件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　  33件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　     2件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    36件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　    14件

・75ページ（4）見込量の第7期第3期計画で令和7年度入門講座83人、基礎64人は、前後年度と比べると増減があ
りますが、見込み数と同じ69人と77人にしたほうが理解できる。
⇒手話奉仕員養成研修事業につきましては、年度毎に入門講座、基礎講座を交互に実施している会場が１会場あ
ることから、このような見込となっており、その旨を記載いたします。

05 障害福祉課 鹿児島市障害
福祉計画第７
期計画・障害
児福祉計画第
３期計画

　本計画は、３年ごとに見
直しを行うこととしてお
り、現在の障害福祉計画第
６期計画・障害児福祉計画
第２期計画が５年度までの
計画期間であることから、
６年度から８年度までを計
画期間とする障害福祉計画
第７期計画・障害児福祉計
画第３期計画を策定する。

その他の手法（アンケート等）

その他の手法
（アンケート等）

の名称

協議
（アンケート）

内容

構成・送付数等 公開状況

送付対象者
参加者募集
の周知・

広報方法等

アンケートの結果と主な自由意見

回収率：43.3％
今後、地域で安心して在宅生活ができる福祉サービスの充実や経済的な支援の充実が求められている。
また、障害児については、子どもに合った療育を見つけることの難しいことや、仕事をしながらの送迎などが大
変であるという意見もあった。



【資料3-3】

市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年10月2日
～令和5年11月6
日
（36日間）

令和5年
10月号

・関係課
・地域福祉館
・市身体障害者福祉
協会等の関係団体
など　70箇所

健康づくりを推進す
る市民会議団体に案
内を行った。

11人 郵送(7)
電子(2)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(0)

窓口等(1)

73件

鹿児島市健康増進
計画推進検討委員
会

第三次鹿児島市健
康増進計画の策定
について

26 4 8 ○ ○ 市HP 公募委員：
・本市内に
住所を有す
る方
・本市内に
事務所又は
事業所を有
する方
・本市内に
通勤・通学
する方

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～6年1月25日
（36日間）

令和6年
1月号

・関係課
・地域福祉館
・ゆうあい館
　など67箇所

7人 郵送(4)
電子(1)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(0)

窓口等(1)

37件

鹿児島市自殺予防
対策委員会

第二次鹿児島市自
殺対策計画の策定
について

29 0 6 ○ ×

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　   7件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　 18件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　    0件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    2件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　   10件
・【素案Ｐ11】１３．コロナ禍での影響について
「・・・と考えます。」の表現について、他の項目は、事実を述べているが、当該項目のみ　感想　が書かれて
いるので違和感があります。他の項目と同様に　事実を述べる表現にすべきと思います。
⇒ご意見を踏まえ、素案Ｐ4の「第２章　鹿児島市の自殺の現状」-「１．１３のポイント」及びP11の「第２章
鹿児島市の自殺の現状」-「１３．コロナ禍での影響」の表現を、「令和２年及び令和３年の男女別・年齢階級別
の自殺者数について、新型コロナウイルス感染症感染拡大前５年間（平成27年から令和元年）の自殺者数の平均
との差を確認したところ、男性は減っているが、女性はやや増えています。」に修正します。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

06 保健政策課 第三次鹿児島
市健康増進計
画

　本計画は、健康増進法第
８条に基づく市町村健康増
進計画であり、「共に支え
合い、すこやかで心豊かに
生活できるかごしま市の実
現」を目指し、第二次鹿児
島市健康増進計画「かごし
ま市民すこやかプラン」を
平成２５年度に策定し、推
進してきたが、同計画期間
が令和５年度末で終了とな
ることから、今後の市民の
健康づくりを総合的に推進
するために「第三次鹿児島
市健康増進計画（かごしま
市民すこやかプラン）」を
策定する。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　　　2件
②意見の趣旨等は、計画（案）に盛り込み済のもの　　　5件
③計画には盛り込まないもの　　　　　　　　　　　　　9件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　　18件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　　39件
・【素案Ｐ４５】次世代の健康の素案Ｐ２１の基本方針（３）の説明には、「将来を担う次世代の健康を支える
ため、妊婦やこどもの健康づくりに取り組むとともに、・・・」とありますが、素案Ｐ４５～４６の「次世代の
健康」のページには「妊婦」のフレーズが見当たりません。どちらかの整理が必要と思われます。
⇒素案４５頁の「現状と課題」に「妊婦」の文言を追記し、４６頁の「基本的な考え方」に関連する文言を盛り
込みました。さらに、「目標指標」に関連する目標指標を追記しました。

審議会等 令和5年度3回
・6月2日
・8月1日
・1月24日

（審議会）主な意見と取扱い

・横文字が多い。解説は入れるのか。市民に分かりやすい形にしていただきたい。
⇒用語解釈を盛り込むこととした。

（審議会）主な意見と取扱い

保健支援課07 第二次鹿児島
市自殺対策計
画

平成28年に改正された自殺
対策基本法においてすべて
の自治体に「自殺対策計

画」の策定が義務付けられ
たことから、平成30年3月に
鹿児島市自殺対策計画を策
定し、今回、令和4年10月に
閣議決定された新たな国の
自殺総合対策大綱を踏ま

え、計画の見直しを行う。

審議会等 令和5年度4回
・5月20日
・7月6日
・10月26日
・2月5日

・他の中核市の取組を参考に入れた取組があるのか。
・カードを配置することで330か所にて啓発活動が可能である。
・学生支援をする中で、コロナ禍より同級生等との関わりが薄くなってきたストレスも抱えているので、女性の
支援をピックアップするのは良いと思う。
・女性の自殺対策が記載されている。一方、こどもの自殺はマスコミがセンセーショナルに報道したりすること
もあり、自殺対策が学校だけでない姿勢を示すことを次回の計画では検討してもよいのではないか。



市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年9月25日
～令和5年10月24
日
（30日間）

令和5年
10月号

　地域福祉館、高齢
者福祉センター
、ゆうあい館、ふれ
あい館、地域包括支
援センターなど１７
１箇所

民児協の地区会長会
や、高齢者クラブ連
合会などの会議の場
で説明及び協力依頼
を行った。

50人 郵送(46)
電子(2)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(0)

窓口等(1)

261件

鹿児島市高齢者保
健福祉計画及び介
護保険事業計画策
定・管理委員会

第９期高齢者保健
福祉・介護保険事
業計画の策定につ
いて

23 3 8 ○ ○ 市HP 公募委員：市
内に住む①40
歳以上の者②
20歳以上40歳
未満で高齢者
の介護経験が
ある者

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

パブリッ
クコメン
ト

令和6年1月9日～
2月7日
（30日間）

令和6年
1月号

・福祉館
・高齢者福祉セン
ター
・市医師会など70箇
所

・市ホームページ 8人 郵送(2)
電子(1)
ﾒｰﾙ(3)
FAX(1)

窓口等(1)

35件

鹿児島市感染症対
策医療機関連絡協
議会

鹿児島市感染症予
防計画（素案）に
ついて等

18 0 1 ○ ×

09 感染症対策
課

鹿児島市感染
症予防計画

新型コロナウイルス感染症
への対応を踏まえ、住民の
生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがある感染
症の発生及びまん延に備え
るため、令和４年１２月に
感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律（感染症法）が改正さ
れ、これまで都道府県のみ
が策定していた予防計画を
保健所設置市においても策
定することとなった。この
ことから、同法第１０条第
１４項の規定に基づき、国
が定める基本指針及び県の
予防計画に即して新たに策
定する。

　高齢者が住み慣れた地域
で、その有する能力に応じ
て自立した日常生活を営む
ことができるよう、地域の
実情に応じて、医療、介
護、介護予防、住まい及び
日常生活の支援が包括的に
確保される地域包括ケアシ
ステムの深化・推進を図
り、自分らしく健やかに暮
らせる安心安全なまちづく
りを推進していく必要があ
る。高齢者に関する保健、
福祉施策と介護保険施策を
密接な連携のもと、総合
的、体系的に実施していく
ため、高齢者保健福祉計画
と介護保険事業計画を一体
的に策定する。

08 長寿支援課 第９期高齢者
保健福祉・介
護保険事業計
画

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　  8件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　 5件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　   2件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　   4件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　  16件

第３の「基本的な考え方」の最下部の「臨時の予防接種を適切に実施する…」に対応する「施策の方向性」の記
載が見当たらない。臨時の予防接種についての市の対応の記載があったほうが良い。
⇒第３－２－（７）に「予防接種の推進」として記載を追加します。

第５で唐突に数値目標が記載され、第６には記載がなく、第７で初めて目標を定めることの記載があり不自然。
数値目標の設定等は行動目標をすべて述べた後のほうがスムーズである。
⇒第５、第７、第１２及び第１３に記載していた数値目標については統合したうえで、新たに説明を加え第１５
として記載します。

令和5年11月29日

（審議会）主な意見と取扱い

感染症は複数の分類があるため画一的な対応は不可能であり、対象となる疾患を想定しなければならないとの意
見や、高齢者に対する治療の重要性についての意見が寄せられた。

審議会等

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　　　12件
②意見の趣旨等は、計画（案）に盛り込み済のもの　　　150件
③計画には盛り込まないもの　　　　　　　　　　　　　0件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　　22件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　　77件

・進捗管理について、PDCA図を掲載したほうがわかりやすい。
⇒第１編第４章にPDCAサイクル図を盛り込む
・実態調査の調査数、回答数等を掲載したほうがいい
⇒第２編に参考資料として「高齢者等実態調査の概要」を盛り込む
・認知症に関する相談窓口について認知度が低い
⇒第５編第３章の現状と課題に「認知症に関する相談窓口の認知度が低い現状を踏まえ」を盛り込む

審議会等 令和5年度5回
・6月26日
・7月20日
・8月21日
・11月29日
・1月29日

（審議会）主な意見と取扱い

・地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組
・介護人材確保及び介護現場の生産性向上に向けた取組
などの国の基本指針に沿った計画の策定について協議し、盛り込んだ。



【資料3-3】

市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年11月17日
～令和5年12月18
日
（32日間）

令和5年
12月号

鹿児島商工会議所や
観光案内所など
１２箇所

ＳＮＳや中活協議会
委員等への情報提供

31人 郵送(2)
電子(28)
ﾒｰﾙ()
FAX()

窓口等(1)

71件

総送
付数

総回
答数

-

アン
ケー
ト内
容

集計
結果

公表方法

令和５年度鹿児島
市中心市街地への
新型コロナウイル
ス感染拡大による
影響に関する市民
アンケート調査

中心市街地への新
型コロナウイルス
感染拡大による影
響について、市民
の行動の変化等を
調査し、計画策定
の基礎資料とする
もの。

2,500 863 〇 〇 本計画に掲
載（計画は
ＨＰや冊子
で公表）

鹿児島市に
在住する18
歳以上の市
民2,500人

住民基本台帳
データベースか
ら無作為抽出

産業政策課 第４期鹿児島
市中心市街地
活性化基本計
画

本市中心市街地の活性化を
官民一体となって着実に推
進するため、策定するも
の。

10

その他
（アン
ケート方
式）

令和5年6月上旬
～下旬

その他の手法（アンケート等）

その他の手法
（アンケート等）

の名称

協議
（アンケート）

内容

構成・送付数等 公開状況

送付対象者
参加者募集
の周知・

広報方法等

アンケートの結果と主な自由意見

回収率：34.5％
【アンケートの結果】
　○新型コロナウイルス感染拡大前との外出時の変化について
　・外出頻度、外出時間、立ち寄り数について、「減った」との回答が多く見られた。
　○新型コロナウイルス感染拡大前との消費スタイル等の変化
　・ネットショッピングおよびキャッシュレス決済について、「増えた」との回答が多く見られた。
【計画への反映状況】
　○中心市街地の現状として、「新型コロナウイルス感染拡大等の影響により市民等の来街機会が
　　減少した」ことを掲載した。
　○中心市街地の活性化の課題として、「新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会の変化やＥＣ市場
　　拡大の影響により、市民等の来街機会が減少した」ことを掲載した。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　 　3件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　 14件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　    0件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    9件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　   45件

市民と行政と関係団体・事業者との連携イメージ図や進行管理としてPDCAサイクル図を表示し、各年度の事業進
捗をチェックする機能を設けた方がより理解できる。
⇒ご意見を踏まえ、P136に、市民等や行政、関係団体等との連携イメージ図やPDCAサイクル図を追記します。な
お、P136に記載しておりますとおり、計画において設定した目標指標については、年度ごとに、現況値や事業の
進捗状況を把握し、達成状況を確認することとしており、PDCAサイクルに基づき、計画への掲載事業を実施し、
その効果等を検証することで、目標達成に向け取り組んでまいります。



市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

鹿児島市多機能複
合型スタジアム検
討協議会

多機能複合型スタ
ジアムについて

14
のべ
36人
参加

0 5 ○ ○ ライブ配信
傍聴可
市ホーム
ページ

協議会委員
（学識経者
関係団体
学生等） ―

パブリッ
クコメン
ト

令和5年11月10日
～令和5年12月11
日
（32日間）

令和5年
12月号

・インターネット
・担当課
・各高齢者福祉ｾﾝﾀｰ
・各児童ｾﾝﾀｰ
など74箇所

SNSや策定委員への情
報提供　など

22人 郵送(5)
電子(12)
ﾒｰﾙ(3)
FAX(2)

窓口等(0)

115件

鹿児島市住生活基
本計画策定委員会

住生活基本計画の
策定について

18 4 8 〇 〇 市HPに掲載 公募委員：
市内に住む
18歳以上の
人

公募委員：市HP
に掲載

鹿児島市多機
能複合型スタ
ジアム検討協
議会

12

多機能複合型スタジアムに
ついて、令和４年度の調査
や市議会、県の検討委員会
の論議等を踏まえながら、
北ふ頭について各面からご
意見をいただき、スタジア
ム像の検討、機運向上に向
けたアドバイスをいただく
もの。

11 スポーツ課

住生活に係る各種施策を総
合的・一体的に推進するた
め、住環境を取り巻く状況
の変化を捉えた新たな視点
も含め、住宅政策の基本的
な方向性を示す計画を策定
し、多様なニーズに対応す
る住生活の安定向上などを
図る。

住宅課 鹿児島市住生
活基本計画

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　   21件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　  26件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　     1件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　     5件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　    62件

・令和4年の住生活に関する市民意識調査の調査依頼件数、回答率などの表示をしたほうがよい。
⇒市民意識調査を実施した旨を追記。また、「用語集」に「市民意識調査」を追加し、調査数、回答数、回答
率、調査期間を記載。
・地域別の施策の方向性について、10年後のイメージ等を図示すると理解しやすくなる。
⇒地域ごとのイメージ図を掲載。

（意見交換会）主な意見と取扱い

・多機能複合型スタジアムに係る基本的な事項等について、意見聴取及び意見交換を行い、各委員が多様な観点
からスタジアム像についての意見をはじめ、更なる情報発信の必要性等について意見をいただいた。
　⇒協議会での意見を踏まえ、今後の検討に活かして取組を進める。

意見交換
会

①7/25
②10/18
③12/15

（審議会）主な意見と取扱い

・居住支援のためには建築と福祉の連携が重要
・６５歳以上の持ち家が多いため、将来空き家にならないよう所有者に働きかける取組が必要ではないか。
・住まいに関する情報の周知が図られるよう多様な情報発信の仕方を考えてほしい。
・住宅の性能や機能に関する情報提供だけでなく、費用面や契約関連の情報提供、トラブル時の相談体制も充実
してほしい。　　　など
→各委員からの意見を踏まえ、計画策定に向けて取り組む

令和5年6月28日
令和5年10月6日
令和6年1月30日

審議会等



【資料3-3】

市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年7月3日～
5年8月4日
（33日間）

令和5年
7月号

・地域福祉館
・高齢者福祉セン
ター各地域
・親子つどいの広場
各地域など116箇所

SNSでの情報提供 13人 郵送(10)
電子()
ﾒｰﾙ()
FAX(1)

窓口等(2)

30件

パブリッ
クコメン
ト

令和5年7月3日～
5年8月4日
（33日間）

令和5年
7月号

・地域福祉館
・高齢者福祉セン
ター各地域
・親子つどいの広場
各地域など116箇所

SNSでの情報提供 6人 郵送(5)
電子()
ﾒｰﾙ(1)
FAX()

窓口等()

13件

歴史と文化の道地
区まち歩きワーク
ショップ

まち歩き、意見交
換

のべ
68人
参加

- - - - - 地域住民、
まち歩きボ
ランティ
ア、学生

町内会や大学に
直接連絡

13

14 都市計画課 浸水イエロー
ゾーンの指定

まちなか夜間
景観形成事業

15 都市景観課

都市計画課 かごしまコン
パクトなまち
づくりプラン

都市再生特別措置法に基づ
き、平成29年に策定した本
プランについて、法改正や
第二次かごしま都市マス
タープランなどを踏まえた
見直しを行う。

・夜のまち歩きを行い、「評価できる光」「改善を要する光」「良くして欲しいスポット」について意見交換を
行った。
　　評価できる光：ガス灯、中央公民館など
　　改善を要する光：小松帯刀像銅像、道路灯など
　　良くして欲しいスポット：親水水路、メルヘン館周辺など
・歴史景観エリアで行った実証実験（市立美術館や県立図書館の石垣等のライトアップなど）において、約９割
の方より、以前より魅力的・歩きやすい・調和しているなどの評価が得られた。

（ワークショップ）主な意見と取扱い

市街化調整区域では、分譲
住宅等の開発・建築行為が
可能な区域から、都市計画
法で定める災害リスクの高
いエリアを条例で除外して
るが、現在、「水防法の浸
水想定区域のうち、生命又
は身体に著しい危害が生じ
るおそれがあると認められ
る区域」が未指定であるこ
とから、同区域を指定す
る。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、条例の素案に盛り込むもの　　0件
②意見の趣旨等は、条例の素案に盛り込み済のもの　　　0件
③条例の素案には盛り込まないもの　　　　　　　　　　2件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　　1件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　 10件

ワーク
ショップ
等

7/8、7/22、1/25　「歴史景観」、「水辺景
観」、「市街地景観」など
の身近な景観の中から、新
たな夜間景観資源を市民と
協働で発掘し、ライトアッ
プや街路灯等を整備するこ
とで、市民参加による新た
なにぎわい創出や愛着と誇
りが持てる夜間景観の形成
を図る。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　 　　　0件
②意見の趣旨等は、計画（案）に盛り込み済のもの　　11件
③計画には盛り込まないもの　　　　　　　　　 　　　2件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　 4件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　13件



市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

都市計画審議会 居住環境向上用途
誘導地区の指定に
向けた付議等

20 0 6 ○ ○ 概要をHPで
公開

地域別意見交換会 鹿児島市居住環境
向上用途誘導地区
内における建築物
の制限の緩和に関
する条例に対する
説明

のべ
40人
参加

× ― 募集要件な
し

住民説明会につ
いて、「市民の
ひろば(7月
号)」、「市
HP」で周知する
とともに、当日
の資料を市民広
報誌として全戸
配布している

審議会等 令和6年1月12日

（意見交換会）主な意見と取扱い

（審議会）主な意見と取扱い

意見なし

意見なし（他住民説明会と合わせて開催）

建築基準法第60条の2の2第4
項の規定に基づき、居住環
境向上用途誘導地区内にお
ける建築物の建築の制限の
緩和について必要な事項を
定めるもの。

意見交換
会等

令和5年7月25日
令和5年7月26日
令和5年7月27日
令和5年7月29日
令和5年7月30日

16 建築指導課 鹿児島市居住
環境向上用途
誘導地区内に
おける建築物
の制限の緩和
に関する条例



【資料3-3】

市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和6年3月21日
～令和6年4月30
日
（41日間）

令和6年
4月号

・地域福祉館
・高齢者福祉セン
ター
・親子つどいの広場
・市営駐輪場など91
箇所

SNSでの情報提供 9人1団体 郵送(2)
電子(3)
ﾒｰﾙ(4)
FAX(1)

窓口等()

44件

総送
付数

総回
答数

-

アン
ケー
ト内
容

集計
結果

公表方法

自転車利用に関す
るアンケート調査

自転車の利用状況
や走行環境の課題
など

- 1049 公
開
予
定

公
開
予
定

ＨＰ 整備予定区
域内の自転
車利用者

―

17 道路建設課 第２期鹿児島
市自転車走行
ネットワーク
整備計画

安全で快適な自転車通行空
間の整備を推進するため、
第２期自転車走行ネット
ワーク整備計画を策定す
る。

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　  4件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　 6件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　   2件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　  12件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　  20件

・P14(3)　自転車利用者アンケートについて、配布数と回答率を記載するとよいと思う。
⇒「2.1.6 自転車走行空間の課題」-「(3)自転車利用者へのアンケート」において、アンケート調査票の配布数
及び回答率を記載します。
・P1　自転車は、買い物や……⇒自転車は、子どもから高齢者の市民にとって、買い物や……にした方がより理
解できる。
⇒「1.1 背景と目的」の文中に、「子どもから高齢者までの幅広い年齢層」の記述を盛り込みます。

アンケートの結果と主な自由意見

回答率（紙面配布分）：50.8％
●周知方法
　①高等学校や市営駐輪場利用者等に調査票を配布
　　（送付数884件　回答数449件）
　②市営駐輪場への二次元コードの掲示やかごりん利用者にアプリで通知を行うなどWebアンケートを実施
　　（回答数600件）

●アンケート結果
問10　自転車を利用する際に危険を感じた場面（複数回答）※上位３つ
　　　・道路上の段差等（舗装の凹凸やｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋など）による転倒　49.9％
　　　・車道での走行中の車との接触　42.0％
　　　・歩道での歩行者との接触　35.6％
問11　安全に利用できる自転車走行空間（自転車専用通行帯など）の整備をさらに推進すべきと思うか
　　　・思う 83.1％　・思わない 5.8％　・分からない 11.2％

●自由意見
・車道を走るのが原則ということは知っているが、ママチャリでは怖くて車道を走れない。
　もっと幅に余裕のある専用レーンが整備されたら走りやすい。
・自転車利用の最大の課題はルール理解の低さだと思う。ハード整備の前に費用対効果を考えても
　ソフト対策を徹底するべき。

その他の手法（アンケート等）

その他の手法
（アンケート等）

の名称

協議
（アンケート）

内容

構成・送付数等 公開状況

送付対象者
参加者募集
の周知・

広報方法等

その他
（アン
ケート方
式）

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

令和5年7月3日～
7月28日



市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

（仮称）鹿児島市
街路樹再生プラン
策定協議会

・街路樹再生プラ
ン策定の背景と目
的等
・基礎調査結果の
概要と課題等

11 3 5

公
開
予
定

公
開
予
定

市ＨＰに
掲載予定

公募委員：
市内に住む
か通勤・通
学している
18歳以上の
人

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

パブリッ
クコメン
ト

令和5年12月21日
～6年1月25日
（36日間）

令和6年
1月号

・各福祉館
・ボランティアセン
ター
・各親子つどいの広
場
・各高齢者福祉セン
ター
・喜入老人憩の家
・教育総合センター
・すこやかランド石
坂の里　など57箇所

病院ホームページ、
病院1階情報コー
ナー、施設情報コー
ナー等での供覧、希
望者への郵送

24人 郵送(10)
電子(9)
ﾒｰﾙ(1)
FAX(0)

窓口等(4)

103件19 経営管理課 第２期鹿児島
市病院事業経
営計画(令和５
年度　改訂版)

「第２期鹿児島市病院事業
経営計画」を令和４年３月
に策定したが、その後、国
から「公立病院経営強化ガ
イドライン」が示され、当
ガイドラインの趣旨を踏ま
えた計画へ見直しを行うも
の。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　    7件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　  38件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　     1件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    34件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　    23件

・医療事故（インシデント、アクシデント）の発生抑制とあるが、インシデントの分析と改善、アクシデントの
発生抑制としてはどうか。インシデントは積極的に報告し、アクシデントに化けるのを阻止するものである。
⇒インシデント及びアクシデントについて、それぞれの発生要因分析及び改善を図る旨を追加します。
・看護師の定着や育成の記載があるが、市内の看護学校が減少する中で、県外へも広く人材を求めることなどを
記載した方がよいのではないか。
⇒看護師確保のため、県内外の学校等に向けた情報発信に努める旨を追加します。
・再整備では費用が多額となることから、財源について言及した方が良いのではないか。
⇒財源については企業債を充てる予定としていますが、国等の補助金の活用についても積極的に検討する旨を追
加します。

〇街路樹というと並木のイメージが強いが、公共空間においては、居場所づくりに貢献することも多く、ウォー
カブルと関連した居場所づくり等、街路樹の概念を広げて、歩行空間をいかに魅力的にするかという観点からの
検討もできるとよい。
〇街路樹が減る場合の緑量確保の対策として、緑化率が不足している工場や墓地などに緑化をお願いする等、民
間の力を借りながら市内の緑地を高める方策を考えてもよい。
〇大木化していく街路樹をどう扱っていくかがポイントとなる。
〇街路樹は、時間軸でいうと量から質への転換期に入っている。愛着やハート（マインド）が出てくるような計
画になればよい。
⇒各委員からの意見を踏まえ、中長期的な視点から本市の街路樹の将来像を明確にし、今後の指針を策定に向け
た検討を行う。

18 公園緑化課 （仮称）街路
樹再生プラン
の策定

審議会等 令和6年3月22日街路樹等の安全性を確保
し、将来にわたって緑の快
適環境を継承するための計
画を策定する。

（審議会）主な意見と取扱い



【資料3-3】

市民の
ひろば

必須設置箇所
以外の供覧場所等

左記以外の
周知方法

意見
提出者数

提出方法
意見
件数

総委
員数

公募
委員
数

女性
委員
数

会議
会議
録

公表方法

令和５年度　市民参画手続　実施状況詳細

番号 所管課 施策の名称
施策の概要

（策定の趣旨等）
手続区分

実施時期
（期間）

パブコメ 審議会・ワークショップ・意見交換会等

参加者募集
の周知・
広報方法

パブコメ周知・公表方法

審議（協議）内容

委員構成等 公開状況

参加者の
要件

（参加対
象）

参加状況

審議会・ワーク
ショップ・意見交

換会等の名称

パブリッ
クコメン
ト

令和5年7月3日～
令和5年8月1日
（30日間）

令和5年
7月号

必須設置箇所のみ設
置

・ＳＮＳでの発信 6人 郵送(1)
電子(3)
ﾒｰﾙ(0)
FAX(0)

窓口等(2)

26件

鹿児島市水道事業
及び公共下水道事
業経営審議会

「河頭浄水場（甲
系統の浄水施設）
更新基本計画」の
策定について

10 1 4 ○ ○ 水道局ＨＰ 公募委員：
市内に住む
18歳以上の
人

公募委員：市民
のひろば９月
号、水道局ＨＰ

パブリッ
クコメン
ト

令和5年11月27日
～令和5年12月27
日
（31日間）

令和5年
12月号

・市立小中高校
・市立保育園
・市立幼稚園
・親子つどいの広場
など205箇所

・SNSでの情報提供
・市立小中学校へ教
職員、保護者、児童
生徒への周知依頼

31人 郵送(4)
電子(21)
ﾒｰﾙ(4)
FAX(0)
窓口等
(2)

182件

審議会等 鹿児島市立科学館
展示リニューアル
検討委員会

展示リニューアル
のコンセプトや業
者選定方法の決定
及び基本計画の素
案の策定について

11 1 2 × × 公募委員：
市内に住む
か通勤・通
学している
18歳以上の
人

公募委員：市民
のひろば、ホー
ムページなど

21 総務課 科学館展示リ
ニューアル基
本計画

鹿児島市立科学館の展示リ
ニューアルを行うための方
針等をまとめ、次年度以降
の設計やリニューアル後の
科学館運営の指針とする。

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①　意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　 　    6件
②　意見の趣旨等は、計画(案)に盛り込み済みのもの　　　  72件
③　計画には盛り込まないもの   　　　　　　　  　 　   　2件
④　具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　    81件
⑤　その他要望・意見等　　　　　　　 　 　　　　　　    21件

Ｐ13の⑤の中へ、かごしまのジオパークや世界自然遺産登録されたすばらしい屋久島を展示の中に取り入れても
らいたい。
→ご意見の趣旨を踏まえ、「２．展示リニューアルの基本的考え方」－「（２）展示コンセプト」－「⑤鹿児島
ならではの展示（海、火山、宇宙開発など）を充実させる」の文中の「世界的にもまれな環境を有する錦江湾
（鹿児島湾）や桜島、」を「世界的にもまれな環境を有し、桜島・錦江湾ジオパークの大きな見どころでもある
錦江湾（鹿児島湾）や桜島などの自然資産や、」に修正します。

令和5年度5回
・4月24日
・5月31日
・9月21日
（書面開催）
・10月20日
・1月30日

20 水道整備課 河頭浄水場
（甲系統の浄
水施設）更新
基本計画

河頭浄水場（甲系統の浄水
施設）の更新にあたり、浄
水方法など基本的事項を定
めるもの

（パブコメ）検討結果及び反映した主な意見

①意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの　　　　　3件
②意見の趣旨等は、計画（案）に盛り込み済のもの　　　9件
③計画には盛り込まないもの　　　　　　　　　 　　　 2件
④具体的な事業の実施にあたり参考とするもの　　　　　0件
⑤その他要望・意見等　　　　　　　　　　　　　　　 12件

Ｐ３　下の表の中へ甲系統の更新工事完成後のＲ１３年度の新甲系（もしくは、新名称）の施設処理能力の数字
を現甲系統と比較した表を記載したほうがより理解できる。
→新甲系の施設能力は、現甲系と同じ施設能力にすることから、施設能力の増減はありませんが、ご意見の趣旨
を踏まえ、Ｐ１７「第５章　河頭浄水場（甲系統の浄水施設）の更新」－「１　更新施設の施設能力について」
－「（２）河頭浄水場の施設能力」に現有の施設能力を追記します。

審議会等 令和5年5月30日
令和5年11月2日

（審議会）主な意見と取扱い

河頭浄水場の更新については、官民の長所を活かし協力して高い成果を得られればよいと考える。
→ご意見のとおり、ＰＰＰ／ＰＦＩ導入について検討を進めてまいります。

（審議会）主な意見と取扱い

検討委員会の意見を踏まえ、コンセプトや基本計画に反映させるとともに、今後の設計等にも取り組んでいく。
・生命の観点や、ジオパークの観点も踏まえていただきたい。
「学校で使われているタブレットを活用する」にあたって、持っている人と持っていない人との差を無くす必要
がある。
・海から陸の自然、そして宇宙へという階とともに見る世界が昇っていくという構想が非常におもしろく、イ
メージしやすい。


